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-------------------------------------------------------------------------------------- 

カスハラ・就活セクハラ対策を盛り込む 

法改正が行われます 

６月４日、労働施策の総合的な推進並びに労

働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関

する法律等の一部を改正する法律が参議院本

会議で可決・成立しました。一部を除き、公布の

日から起算して１年６月以内で政令で定める日

に施行されます。 

 

◆改正の概要 

１．ハラスメント対策の強化【労働施策総合推進

法、男女雇用機会均等法】 

① カスタマーハラスメントを防止するため、事業

主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国

が指針を示すとともに、カスタマーハラスメント

に起因する問題に関する国、事業主、労働者

及び顧客等の責務を明確化する。 

② 求職者等に対するセクシュアルハラスメント

を防止するため、事業主に雇用管理上必要な

措置を義務付け、国が指針を示すとともに、

求職者等に対するセクシュアルハラスメントに

起因する問題に関する国、事業主及び労働

者の責務を明確化する。 

③ 職場におけるハラスメントを行ってはならな

いことについて国民の規範意識を醸成するた

めに、啓発活動を行う国の責務を定める。 

２．女性活躍の推進【女性活躍推進法】 

① 男女間賃金差異及び女性管理職比率の情

報公表を、常時雇用する労働者の数が 101人

以上の一般事業主及び特定事業主に義務付

ける。 

② 女性活躍推進法の有効期限を令和 18 年３

月 31 日まで、10 年間延長する。 

③ 女性の職業生活における活躍の推進に当

たっては、女性の健康上の特性に配慮して行

われるべき旨を、基本原則において明確化す

る。 

④ 政府が策定する女性活躍の推進に関する

基本方針の記載事項の一つに、ハラスメント

対策を位置付ける。 

⑤ 女性活躍の推進に関する取組が特に優良

な事業主に対する特例認定制度（プラチナえ

るぼし）の認定要件に、求職者等に対するセ

クシュアルハラスメント防止に係る措置の内容

を公表していることを追加する。 

⑥ 特定事業主行動計画に係る手続の効率化

を図る。 

３．治療と仕事の両立支援の推進【労働施策総

合推進法】 

○ 事業主に対し、職場における治療と就業の

両立を促進するため必要な措置を講じる努力

義務を課すとともに、当該措置の適切・有効

な実施を図るための指針の根拠規定を整備

する。 

【厚生労働省「労働施策の総合的な推進並びに労

働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関す

る法律等の一部を改正する法律案の概要」】 

 

 

中小企業の正社員賃上げ率 4.03％ 実施

しない企業も 二極化傾向に～日本商工会

議所・東京商工会議所の調査より 

日本商工会議所・東京商工会議所は６月４

日、「中小企業の賃金改定に関する調査」集計

結果を発表しました。全国の会員企業を対象に

調査したもので、2025 年４月 14 日から５月 16
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日にかけて行い、3,042 社から回答を得ました。 

定期昇給とベースアップを合わせた正社員の

賃上げ率が平均で４％を超えましたが、一方で、

賃上げしない企業も全体の２割に及び、二極化

の傾向がみられるとしています。 

 

◆賃上げを実施する企業は全体で約７割、 

20 人以下の小規模企業で約６割 

2025 年度に賃上げを実施した企業（予定を含

む）は 69.6％と、前年より 4.7 ポイント低下しまし

た。20 人以下の小規模企業では 57.7%で 5.6 ポ

イント低下しています。 

また、現時点で「未定」との回答は 23.5％で

3.1 ポイント上昇。価格転嫁の遅れや米国関税

措置等で先行き不透明感を懸念する声もあり、

昨年に比べ、「未定」の回答が増加しています。 

 

◆正社員の賃上げ率は 4.03％、昨年比 0.41 

ポイントの増加 

中小企業全体の正社員の賃上げ額（月給）

は、加重平均で 1 万 1,074 円と、昨年より 1,412

円上回りました。賃上げ率は 4.03％で、昨年対

比では、0.41 ポイント増加しています。 

20 人以下の小規模企業では、賃上げ額（月

給）は加重平均 9,568 円、賃上げ率は 3.54％

で、昨年より 0.20 ポイントの増加です。 

 

◆パート・アルバイトの賃上げ率は 4.21％、 

昨年比 0.78 ポイントの上昇 

パート・アルバイト等の賃上げ額（時給）は

46.5 円、賃上げ率は 4.21％で 0.78 ポイントの増

加です。 

一方、20 人以下の小規模企業では、賃上げ

額は 37.4 円、賃上げ率は 3.30％で、昨年より

0.58 ポイントの減少となっています。 

賃上げ率は全体では４％を超えるなど、中小

企業も賃上げに最大限努力していますが、小規

模企業は全体と比較し賃上げ額・率ともに低位

となっていることから、より重点的な支援が求め

られます。 

【日本商工会議所・東京商工会議所「中小企業の

賃金改定に関する調査」集計結果】 

改正公益通報者保護法が成立しました 

６月４日に公益通報者保護法の一部を改正

する法律案が参院本会議で可決、成立しました。

公益通報者保護法は、従業員が公益のために

事業者の法律違反行為の通報を行ったことを理

由として解雇等の不利益な取扱いを受けること

のないよう保護することを目的としており、下記

について改正されます（公布から１年半以内に

施行）。 

 

◆フリーランスが「公益通報」の対象に 

特定受託業務従事者（フリーランス）が公益

通報者の範囲として追加されます。フリーランス

や業務委託関係が終了して１年以内にフリーラ

ンスであった人が公益通報をしたことを理由に、

業務委託に係る契約の解除等の不利益な取扱

いをすることが禁止となります。 

 

◆「解雇・懲戒」が刑事罰の対象に 

 公益通報したことを理由に従業員などを解雇

や懲戒処分にする行為を刑事罰の対象とし、処

分を決めた担当者には「６か月以下の拘禁刑か

30万円以下の罰金」を、法人には「3,000万円以

下の罰金」を科すとしています。また、通報者が、

通報後１年以内に解雇や懲戒を受けた場合は

通報への報復を受けたと推定し、処分した側が

「通報が理由ではない」と主張する場合はその

立証責任を負うことになります。 

 一方、通報者への不当な配置転換や嫌がらせ

への罰則については、今回の改正では見送られ

ました。 

 

◆その他の改正事項 

消費者庁長官の事業者（常時使用する労働

者が 300 人超に限る）への執行権限の強化とし

て、事業者への立入検査権、勧告に従わない場

合の命令権が新設されました。また、通報妨害

の禁止、公益通報者を探索する行為の禁止が

新たに規定されました。 

施行までに改正内容を把握し、自社の体制や

運用を見直していくことが必要となります。 

【消費者庁「公益通報者保護法の一部を改正する

法律案」】 


